
山口市地域循環型農業施設整備支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条  この要綱は、山口市地域循環型農業施設整備支援事業（以下「事業」

という。）に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。  

（目的） 

第２条 補助対象者が、化学肥料の使用量低減や有機農業など、持続性の高

い農業生産に取り組むために、家畜排せつ物をはじめとした地域内の有機

性資源を活用するための整備若しくは改修する施設・装置等の費用に対し、

支援をすることで地域循環型農業の取組を促進することを目的とする。 

（事業実施基準及び補助額等） 

第３条 事業実施基準及び補助額等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 市長は、予算の範囲内において、別表に定める補助率及び補助限度額に

より補助する。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、山口市地域循環型農

業施設整備支援事業費補助金交付申請書（別記第１号様式）及び山口市地

域循環型農業施設整備支援事業実施計画（別記第２号様式）に関係書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を

審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の

交付の決定をし、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定をする場合において、当該補助金の交付

の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことが 

できる。 

（事業の発注） 

第６条 事業の発注は、補助金の交付決定後に行うものとし、交付決定前

に発注した場合は、補助金の交付対象外とする。 

（申請の取下げ） 

第７条 第５条第１項の規定による通知を受けた補助対象者は、交付申請を

取り下げようとするときは、山口市地域循環型農業施設整備支援事業費補

助金取り下げ書（別記第３号様式）を市長へ提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金

の交付の決定はなかったものとみなす。 



（補助金交付申請の変更） 

第８条 補助対象者は、第４条の規定による申請書の内容に別表に定める重

要な変更を加えようとするときは、山口市地域循環型農業施設整備支援事

業費補助金交付変更承認申請書（別記第４号様式）及び山口市地域循環型

農業施設整備支援事業変更実施計画（別記第２号様式）に関係書類を添え

て市長に提出し、承認を受けなければならない。 

（事業の中止又は廃止） 

第９条  補助対象者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、    

あらかじめその理由及びその事業遂行状況を市長に届け出て、その指示を

受けなければならない。 

（事業完了に伴う手続き） 

第１０条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに山口市地域循環

型農業施設整備支援事業竣工届（別記第５号様式）を市長に届け出るもの

とする。 

（実績報告書） 

第１１条 補助対象者は、事業を完了したときは、その完了した日から起算

して２０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の２月

末日のいずれか早い期日までに山口市地域循環型農業施設整備支援事業

費補助金実績報告書（別記第６号様式）に関係書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

２ 補助対象者は、事業が完了した年度の翌年度から起算して３年間、当該

年度までの実績を毎年度、山口市地域循環型農業施設整備支援事業年度報

告書（別記第７号様式）により市長に提出するものとする。ただし、当該

報告書の提出期限は、報告年度の翌年度の６月末日までとする。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による報告があった場合において、そ

の内容を審査の上、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を

確定し、当該補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 前条の規定により通知を受けた補助対象者が、補助金の交付を  

受けようとするときは、山口市地域循環型農業施設整備支援事業費補助金

請求書（別記第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第５条

第１項の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を 

交付することができる。 



３  前項の規定による概算払により補助金の交付を受けようとする補助 

対象者は、山口市地域循環型農業施設整備支援事業費補助金概算払請求書

（別記第９号様式）を市長に提出しなければならない。  

（他の用途への使用禁止） 

第１４条 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金を他の用途へ  

使用してはならない。 

（関係書類の整備） 

第１５条 補助対象者は、事業の実施状況及び当該事業に係る収支について、

その状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、これを５年間保管

しておかなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、  

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）この要綱の規定に違反したとき。 

 （２）補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。 

（３）事業の実施方法が不適当であると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、 

補助対象者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。 

３ 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、補助 

対象者に対し、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずる

ものとする。 

（施設・装置等の処分の制限） 

第１７条 補助対象者は、本事業により取得し、又は効用の増加した施設・

装置等の財産を市長が適当と認める期間を経過するまで、市長の承認を受

けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、廃棄し、又は担保に供してはならない。 

２ 前項の適当と認める期間及び承認を受ける場合の手続きについては、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）の例によるものとする。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な  

事項は別に定める。 

 



附  則  

 この要綱は、令和６年２月５日から施行する。 

 

 



別表 

山口市地域循環型農業施設整備支援事業実施基準 

第１ 補助対象者 

補助対象者は、堆肥や地域内の有機性資源（家畜排せつ物等）を活用し、化学

肥料の使用量低減や有機農業など持続性の高い農業生産に取り組む山口市内に主

たる所在地又は住所を有する者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者

とする。 

１ 認定新規就農者若しくは認定農業者であること。 

２ １戸以上の農業者が組織する生産組織等であること。  

３ 農業を主たる事業として営む会社法人であること。 

４ その他市長が認める団体であること。 

 

 

第２ 補助対象経費等 

補助対象経費は、化学肥料の使用量を低減し、地域循環型農業の促進を目的と

する施設や装置等の整備若しくは改修に要する経費であって、次に掲げる要件の

全てを満たすものとする。 

１ 補助対象要件について 

（１）設置場所が山口市内であること。 

（２）整備する施設は、地域循環型農業の形成に資するとともに、周辺住民か

ら理解を得られる適正な規模及び構造により整備を図ること。  

（３）施設の整備にあたり、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づ

く確認又は農地法に基づく転用の許可等を必要とする場合は、補助対象者

は、関係法規の定めによるところにより、当該許可等を得ること。 

（４）家畜排せつ物を受け入れ、活用するにあたっては、臭気や汚水等の処理

に際して、関連する環境法令を遵守するとともに、悪臭や水質汚濁等の公害

の発生防止を図る観点から、風向きや施設の配置には十分配慮すること。 

 ２ 補助対象外の経費について 

（１）中古の場合（一部の部材等が中古の場合も含む）は、補助対象外とする。 

  （２）消費税及び送料（運賃等含む）は補助対象外とする。 

 

 



第３ 対象となる施設・装置等 

 対象となる施設・装置等は、次のとおりとする。 

事業区分 
主たる対象 

施設・装置等 
対象経費 

Ⅰ  堆肥化を行う

施設の整備 

 堆肥舎（家畜排せつ物等

を堆積させ堆肥化する

方式ものに限る） 

 新設又は増設に要した費

用 

Ⅱ  堆肥を保管す

る施設の整備 

 ストックヤード  新設又は増設に要した費

用 

Ⅲ  堆肥の流通を

図るために必要な

装置の整備若しく

は改修 

 堆肥の袋詰めに必要な

装置 等 

 新たに導入又は改修（修

繕を含む）に要した費用 

 

 

第４ 補助率及び補助限度額 

 １ 補助率は、補助対象経費の２分の１とする。 

 ２ 補助限度額は３００万円とする。 

３ 補助額は、補助対象経費に補助率を乗じて算出する。ただし、補助限度額以

内とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。  

 

 

第５ 導入にあたって 

 １ 他の事業の補助対象となっているものは対象としない。  

 ２ 一の補助対象者は、同一年度に１回限り申請できる。  

３ 施設の整備においては、事業を行うため契約を締結する場合は、市内企業と

契約するように努め、原則として入札や３者以上による見積合わせを実施して

業者を決定すること。 

 

 

第６ 重要な変更 

 要綱第８条の重要な変更とは、補助額の増または事業費の３０％を越える減が

あるものをいう。 

 


